
規約変更案の議会提案時期について 
 
 
 
○ 平成 26年４月の事業統合に向け、大阪市は５月議会に、42市町村は９月議会に規約変更案を提案する。 
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統合関連手続 

（事業認可、財産・職員承継、事務委託、 

条例制定・広域的水道整備計画改定等） 

25年 12月 
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